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令和７年度第１回 江東区入札監視委員会 議事概要 

 

 

 

【 開催日時 】 

令和７年７月２５日（金） １４時 ～ １６時３０分 

 

【 開催場所 】 

江東区役所 ７階 ７３会議室 

 

【 出席委員 】 

一條義治（委員長）、芝田麻里（委員）、新井康友（委員） 

 

【 事 務 局 】 

総務部経理課 

 

【  議 題  】 

希望型指名競争入札の現状と課題について 
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【 希望型指名競争入札の現状と課題について 】          

 

委員の主な質問・意見等 区の説明・回答 

○希望型指名競争入札について、どの

ような問題があるのか。 

  

○落札率が低下傾向にある状況を問

題視している。 

○希望型指名競争入札の導入で、市場

が、よりオープンになったため、新規

参入業者の参加が増えたという背景

がある。 
  

○希望型指名競争入札の導入前後の 

大きな違いはなにか。 

〇導入前は、指名競争入札で行って 
いたため、落札者は、過去に実績のあ

る事業者が中心となっていた。 

  
○建物清掃・施設管理では、以前から

最低制限価格を導入し、一定の落札率

を維持しているため、道路公園清掃や

庭園緑地管理にも同様に、区として基

準を示した方が良いと考える。 

○物価が高騰するなか、低すぎる落札

額では、いずれ事業の遂行に影響が出

るのでは。 

 

○競争が進むと、落札目的の過度な低

価格での入札につながると考えられ

るため、最低制限価格の導入を検討し

ている。 

○最低制限価格の導入には、不適切な

人件費の設定などを防ぐ効果も期待

している。 

○入札参加者は、最低制限価格の導入

をどのように知ることになるのか。  
  

○公告に建物清掃・施設管理は「予定

価格の 75%以上」、道路公園清掃と庭園

緑地管理では「予定価格の 60％以上」

と記載する。 

○区ＨＰでの案件公表時や指名の通

知時に最低制限価格の設定に関する

文言を記載し、注意を促す。 

  
○予定価格の適正さをどう考えるか。 ○国や都の積算資料やシステム、設定

単価を使用し、見積りが必要な場合に

は、複数徴取し、数値を調整するなど、

算出方法は一定程度確立されている。 
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委員の主な質問・意見等 区の説明・回答 
（前項からの続き） ○作業内容等により発注年度間で予

定価格が変動することも考えられる

ため、事業課のヒアリング等を通じて

算出方法を検討していく必要がある。 
○まずは、最低制限価格の導入によ

り、低価格での入札を抑制したいとい

うのが今回の主旨である。 

 
○各事業者が算出した入札価格が市

場価格であり、その数値が低くても、

事業がうまく流れていくのであれば、

適正なのではないか。 
○落札率が低いという点だけで外部

から調整をいれるのはいかがか。落札

率が上がるような調整は、保護とも捉

えられる。 
 

○落札率の低下は、競争性の高まりに

よるもので、いわゆる「叩き合い」と

いった状況は避けなければならない

ため、健全化に向けた取り組みと捉え

ている。 
○過度に低い落札状況が続けば、質の

低下への連鎖も懸念される。 

 

○最低制限価格の導入に伴い、他に 
どのような効果を期待しているか。 

○低価格の入札の抑制により、価格転

嫁の促進を期待する面もある。 
 

○今回、事務局が提案した「最低制限

価格」の導入は、低価格入札による品

質低下を防止するための手法の一つ

に過ぎず、次の総合的な対応が不可欠

であると考える。 
まず、入札前の段階では、「①発注仕

様書の具体化・詳細化」により、必要

な品質水準を明確化することが重要

である。 
次に、入札後の段階では、「②入札価

格の調査制度」により、最低制限価格

を上回っている場合であっても、人件

費・物件費等の積算根拠が妥当である

かを個別ヒアリングや書面調査によ

り、契約前に確認する必要がある。 

○①では、所管課での取り組みが始ま

っている。履行状況に応じながら仕様

の見直しを行っている。 

○②は、予定価格に対して入札額が一

定程度低かった場合、入札した事業者

へのヒアリングや内訳書の提出を求

めるなどの上で、契約を締結してい

る。 
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委員の主な質問・意見等 区の説明・回答 

（前項からの続き） 
契約後の履行段階では、「③中間評

価・中間モニタリング」を実施し、履

行状況を継続的に把握することが求

められる。 
さらに履行後には「④事後評価」を

行い、その結果を次回契約時に反映す

る形で「⑤ポイント付与やペナルティ

付与」のプラス・マイナス評価を行う

ことが重要である。これらは区が行っ

ている同一事業者との複数年度の再

契約において不可欠なものである。 
いずれの手法も、必ずしも複雑な制

度を新設する必要はなく、現行制度の

運用において十分に実施可能である

と考える。 
 

 

○③は、一定の形式はないが、履行状

況により、所管課において評価を行っ

ており、履行内容の確認については、

適宜実施するよう促していきたい。 

○④⑤は、継続性のある契約案件で

は、業務成績評定を実施しており、次

年度への継続や競争時の判断材料と

している。 

○今後の履行状況を見ながら、所管課

と連携しつつ質の確保に努めていく。 

 

 


